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孫
、祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
を
い
う
。以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）は
、
当
該
著
作
者
又
は
実
演
家
に
つ
い
て
第
六
十
条
又
は

第
百
一
条
の
三
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
者
又
は
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
第
百
十
二
条
の
請
求
を
、
故
意
又
は

過
失
に
よ
り
著
作
者
人
格
権
又
は
実
演
家
人
格
権
を
侵
害
す
る

行
為
又
は
第
六
十
条
若
し
く
は
第
百
一
条
の
三
の
規
定
に
違
反

す
る
行
為
を
し
た
者
に
対
し
前
条
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２　

前
項
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
順
位
は
、
同
項

に
規
定
す
る
順
序
と
す
る
。た
だ
し
、著
作
者
又
は
実
演
家
が
遺

言
に
よ
り
そ
の
順
位
を
別
に
定
め
た
場
合
は
、
そ
の
順
序
と
す

る
。

３　

著
作
者
又
は
実
演
家
は
、遺
言
に
よ
り
、遺
族
に
代
え
て
第
一

項
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
著

作
者
又
は
実
演
家
の
死
亡
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算

し
て
七
十
年
を
経
過
し
た
後
（
そ
の
経
過
す
る
時
に
遺
族
が
存

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、そ
の
存
し
な
く
な
つ
た
後
）に
お
い
て

は
、そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
共
同
著
作
物
等
の
権
利
侵
害
）

第
一
一
七
条　

共
同
著
作
物
の
各
著
作
者
又
は
各
著
作
権
者
は
、

他
の
著
作
者
又
は
他
の
著
作
権
者
の
同
意
を
得
な
い
で
、
第

百
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
又
は
そ
の
著
作
権
の
侵
害
に
係

る
自
己
の
持
分
に
対
す
る
損
害
の
賠
償
の
請
求
若
し
く
は
自
己

の
持
分
に
応
じ
た
不
当
利
得
の
返
還
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
共
有
に
係
る
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
の

侵
害
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
無
名
又
は
変
名
の
著
作
物
に
係
る
権
利
の
保
全
）

第
一
一
八
条　

無
名
又
は
変
名
の
著
作
物
の
発
行
者
は
、
そ
の
著

作
物
の
著
作
者
又
は
著
作
権
者
の
た
め
に
、
自
己
の
名
を
も
つ

て
、第
百
十
二
条
、第
百
十
五
条
若
し
く
は
第
百
十
六
条
第
一
項

の
請
求
又
は
そ
の
著
作
物
の
著
作
者
人
格
権
若
し
く
は
著
作
権

の
侵
害
に
係
る
損
害
の
賠
償
の
請
求
若
し
く
は
不
当
利
得
の
返

還
の
請
求
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。た
だ
し
、著
作
者
の
変
名

が
そ
の
者
の
も
の
と
し
て
周
知
の
も
の
で
あ
る
場
合
及
び
第

七
十
五
条
第
一
項
の
実
名
の
登
録
が
あ
つ
た
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２　

無
名
又
は
変
名
の
著
作
物
の
複
製
物
に
そ
の
実
名
又
は
周
知

の
変
名
が
発
行
者
名
と
し
て
通
常
の
方
法
に
よ
り
表
示
さ
れ
て

い
る
者
は
、そ
の
著
作
物
の
発
行
者
と
推
定
す
る
。

　
　
　

第
九
章　

罰
則

第
一
一
九
条　

著
作
権
、
出
版
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
た

者（
第
三
十
条
第
一
項（
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
定
め
る
私
的
使
用

の
目
的
を
も
つ
て
自
ら
著
作
物
若
し
く
は
実
演
等
の
複
製
を
行

つ
た
者
、第
百
十
三
条
第
二
項
、第
三
項
若
し
く
は
第
六
項
か
ら

第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
、
出
版
権
若
し
く
は
著
作

隣
接
権（
同
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、同
条
第
九
項

の
規
定
に
よ
り
著
作
隣
接
権
と
み
な
さ
れ
る
権
利
を
含
む
。第

百
二
十
条
の
二
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
侵
害
す
る
行
為
と

み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
、
第
百
十
三
条
第
十
項
の
規
定

に
よ
り
著
作
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み

な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
又
は
次
項
第
三
号
若
し
く
は
第
六

号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）は
、
十
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は

千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
年
以
下
の
拘

禁
刑
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を

併
科
す
る
。

　

一　

著
作
者
人
格
権
又
は
実
演
家
人
格
権
を
侵
害
し
た
者
（
第

第
一
一
六
条
～
第
一
一
八
条

第
一
一
八
条
・
第
一
一
九
条
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百
十
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
者
人
格
権
又
は
実
演

家
人
格
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た

者
を
除
く
。）

　

二　

営
利
を
目
的
と
し
て
、
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
自
動
複
製
機
器
を
著
作
権
、出
版
権
又
は
著
作
隣
接
権
の
侵

害
と
な
る
著
作
物
又
は
実
演
等
の
複
製
に
使
用
さ
せ
た
者

　

三　

第
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
、
出
版
権
又
は

著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ

た
者

　

四　

侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
公
衆
へ

の
提
示
を
行
つ
た
者
（
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
等
と
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

等
以
外
の
相
当
数
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
（
第
百
十
三
条
第
四
項

に
規
定
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
い
う
。以
下
こ
の
号
及
び
次

号
に
お
い
て
同
じ
。）
と
を
包
括
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等

に
お
い
て
、
単
に
当
該
公
衆
へ
の
提
示
の
機
会
を
提
供
し
た
に

過
ぎ
な
い
者（
著
作
権
者
等
か
ら
の
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用

容
易
化
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
お
い
て
提
供
さ
れ
て
い
る
侵
害

送
信
元
識
別
符
号
等
の
削
除
に
関
す
る
請
求
に
正
当
な
理
由

な
く
応
じ
な
い
状
態
が
相
当
期
間
に
わ
た
り
継
続
し
て
い
た

こ
と
そ
の
他
の
著
作
権
者
等
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
と
認

め
ら
れ
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
く
。）を
除
く
。）

　

五　

侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
公
衆
へ
の
提

供
等
を
行
つ
た
者
（
当
該
公
衆
へ
の
提
供
等
の
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
と
そ
れ
以
外
の
相
当
数
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
等
と
を
包
括
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
又
は
当

該
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
侵
害
著
作

物
等
利
用
容
易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
以
外
の
相
当
数
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
公
衆
へ
の
提
供
等
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
等
に
お
い
て
、
単
に
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用
容
易
化

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
公
衆
へ
の
提
供
等
の
機
会
を
提
供
し
た
に
過

ぎ
な
い
者（
著
作
権
者
等
か
ら
の
当
該
侵
害
著
作
物
等
利
用
容

易
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
提
供
さ
れ
て
い
る
侵
害
送
信
元
識

別
符
号
等
の
削
除
に
関
す
る
請
求
に
正
当
な
理
由
な
く
応
じ

な
い
状
態
が
相
当
期
間
に
わ
た
り
継
続
し
て
い
た
こ
と
そ
の

他
の
著
作
権
者
等
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る

特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
く
。）を
除
く
。）

　

六　

第
百
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
を
侵
害
す
る

行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者

３　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
拘

禁
刑
若
し
く
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を

併
科
す
る
。

　

一　

第
三
十
条
第
一
項
に
定
め
る
私
的
使
用
の
目
的
を
も
つ
て
、

録
音
録
画
有
償
著
作
物
等（
録
音
さ
れ
、
又
は
録
画
さ
れ
た
著

作
物
又
は
実
演
等
（
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
の
目
的
と
な

つ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）で
あ
つ
て
、
有
償
で
公
衆
に
提
供
さ

れ
、
又
は
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
（
そ
の
提
供
又
は
提
示
が
著

作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
な
い
も
の
に
限
る
。）
を
い

う
。）の
著
作
権
を
侵
害
す
る
自
動
公
衆
送
信（
国
外
で
行
わ
れ

る
自
動
公
衆
送
信
で
あ
つ
て
、
国
内
で
行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら

ば
著
作
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
も
の
を
含
む
。）
又
は
著
作
隣

接
権
を
侵
害
す
る
送
信
可
能
化（
国
外
で
行
わ
れ
る
送
信
可
能

化
で
あ
つ
て
、
国
内
で
行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
著
作
隣
接
権

の
侵
害
と
な
る
べ
き
も
の
を
含
む
。）
に
係
る
自
動
公
衆
送
信

を
受
信
し
て
行
う
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
録
音
又
は
録
画
（
以
下
こ

の
号
及
び
次
項
に
お
い
て「
有
償
著
作
物
等
特
定
侵
害
録
音
録

画
」と
い
う
。）を
、
自
ら
有
償
著
作
物
等
特
定
侵
害
録
音
録
画

で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
行
つ
て
著
作
権
又
は
著
作
隣
接

権
を
侵
害
し
た
者

　

二　

第
三
十
条
第
一
項
に
定
め
る
私
的
使
用
の
目
的
を
も
つ
て
、

第
一
一
九
条

第
一
一
九
条
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著
作
物
（
著
作
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
も
の
に
限
る
。以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
で
あ
つ
て
有
償
で
公
衆
に
提
供
さ

れ
、
又
は
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
（
そ
の
提
供
又
は
提
示
が
著

作
権
を
侵
害
し
な
い
も
の
に
限
る
。）の
著
作
権（
第
二
十
八
条

に
規
定
す
る
権
利
（
翻
訳
以
外
の
方
法
に
よ
り
創
作
さ
れ
た
二

次
的
著
作
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
を
除
く
。以
下
こ
の
号
及

び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
侵
害
す
る
自
動
公
衆
送
信（
国

外
で
行
わ
れ
る
自
動
公
衆
送
信
で
あ
つ
て
、
国
内
で
行
わ
れ
た

と
し
た
な
ら
ば
著
作
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
も
の
を
含
む
。）

を
受
信
し
て
行
う
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
複
製
（
録
音
及
び
録
画
を

除
く
。以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）（
当
該
著
作
物
の
う
ち

当
該
複
製
が
さ
れ
る
部
分
の
占
め
る
割
合
、当
該
部
分
が
自
動

公
衆
送
信
さ
れ
る
際
の
表
示
の
精
度
そ
の
他
の
要
素
に
照
ら

し
軽
微
な
も
の
を
除
く
。以
下
こ
の
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て

「
有
償
著
作
物
特
定
侵
害
複
製
」と
い
う
。）を
、
自
ら
有
償
著
作

物
特
定
侵
害
複
製
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
行
つ
て
著
作

権
を
侵
害
す
る
行
為（
当
該
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に

当
該
有
償
著
作
物
特
定
侵
害
複
製
の
態
様
に
照
ら
し
著
作
権

者
の
利
益
を
不
当
に
害
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
な
事
情

が
あ
る
場
合
を
除
く
。）
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
つ
た

者

４　

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
は
、
有
償
著
作
物
等
特
定
侵
害

録
音
録
画
を
、
自
ら
有
償
著
作
物
等
特
定
侵
害
録
音
録
画
で
あ

る
こ
と
を
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
で
行
つ
て
著
作
権
又

は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
た
者
を
含
む
も
の
と
解
釈
し
て
は
な

ら
な
い
。

５　

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
は
、
有
償
著
作
物
特
定
侵
害

複
製
を
、
自
ら
有
償
著
作
物
特
定
侵
害
複
製
で
あ
る
こ
と
を
重

大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
で
行
つ
て
著
作
権
を
侵
害
す
る
行

為
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
解
釈

第
一
一
九
条

し
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
二
〇
条　

第
六
十
条
又
は
第
百
一
条
の
三
の
規
定
に
違
反
し

た
者
は
、五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
一
二
〇
条
の
二　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

し
、又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　

一　

技
術
的
保
護
手
段
の
回
避
若
し
く
は
技
術
的
利
用
制
限
手

段
の
回
避
を
行
う
こ
と
を
そ
の
機
能
と
す
る
装
置
（
当
該
装
置

の
部
品
一
式
で
あ
つ
て
容
易
に
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
を
含
む
。）
若
し
く
は
技
術
的
保
護
手
段
の
回
避
若
し
く

は
技
術
的
利
用
制
限
手
段
の
回
避
を
行
う
こ
と
を
そ
の
機
能

と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
複
製
物
を
公
衆
に
譲
渡
し
、
若
し
く
は

貸
与
し
、
公
衆
へ
の
譲
渡
若
し
く
は
貸
与
の
目
的
を
も
つ
て
製

造
し
、輸
入
し
、若
し
く
は
所
持
し
、若
し
く
は
公
衆
の
使
用
に

供
し
、
又
は
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
公
衆
送
信
し
、
若
し
く
は
送

信
可
能
化
す
る
行
為
（
当
該
装
置
又
は
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
当

該
機
能
以
外
の
機
能
を
併
せ
て
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
著

作
権
等
を
侵
害
す
る
行
為
を
技
術
的
保
護
手
段
の
回
避
に
よ

り
可
能
と
し
、
又
は
第
百
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
著
作

権
、出
版
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な

さ
れ
る
行
為
を
技
術
的
利
用
制
限
手
段
の
回
避
に
よ
り
可
能

と
す
る
用
途
に
供
す
る
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。）
を
し
た

者

　

二　

業
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
技
術
的
保
護
手
段

の
回
避
又
は
技
術
的
利
用
制
限
手
段
の
回
避
を
行
つ
た
者

　

三　

第
百
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
、
出
版
権
又
は

著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ

た
者

　

四　

第
百
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
技
術
的
保
護
手
段
に

係
る
著
作
権
等
又
は
技
術
的
利
用
制
限
手
段
に
係
る
著
作
権
、

第
一
一
九
条
～
第
一
二
〇
条
の
二
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出
版
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ

れ
る
行
為
を
行
つ
た
者

　

五　

営
利
を
目
的
と
し
て
、
第
百
十
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

著
作
者
人
格
権
、
著
作
権
、
実
演
家
人
格
権
又
は
著
作
隣
接
権

を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者

　

六　

営
利
を
目
的
と
し
て
、
第
百
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り

著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る

行
為
を
行
つ
た
者

第
一
二
一
条　

著
作
者
で
な
い
者
の
実
名
又
は
周
知
の
変
名
を
著

作
者
名
と
し
て
表
示
し
た
著
作
物
の
複
製
物
（
原
著
作
物
の
著

作
者
で
な
い
者
の
実
名
又
は
周
知
の
変
名
を
原
著
作
物
の
著
作

者
名
と
し
て
表
示
し
た
二
次
的
著
作
物
の
複
製
物
を
含
む
。）を

頒
布
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
し
、又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

第
一
二
一
条
の
二　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
（
当

該
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
複

製
に
係
る
複
製
物
を
含
む
。）を
含
む
。）を
商
業
用
レ
コ
ー
ド
と

し
て
複
製
し
、そ
の
複
製
物
を
頒
布
し
、そ
の
複
製
物
を
頒
布
の

目
的
を
も
つ
て
所
持
し
、
又
は
そ
の
複
製
物
を
頒
布
す
る
旨
の

申
出
を
し
た
者
（
当
該
各
号
の
原
盤
に
音
を
最
初
に
固
定
し
た

日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
し
て
七
十
年
を
経
過
し
た
後

に
お
い
て
当
該
複
製
、頒
布
、所
持
又
は
申
出
を
行
つ
た
者
を
除

く
。）は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
し
、又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　

一　

国
内
に
お
い
て
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
製
作
を
業
と
す
る
者

が
、
レ
コ
ー
ド
製
作
者
か
ら
そ
の
レ
コ
ー
ド
（
第
八
条
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
の
原
盤
の
提
供
を
受

け
て
製
作
し
た
商
業
用
レ
コ
ー
ド

　

二　

国
外
に
お
い
て
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
製
作
を
業
と
す
る
者

が
、
実
演
家
等
保
護
条
約
の
締
約
国
の
国
民
、
世
界
貿
易
機
関

の
加
盟
国
の
国
民
又
は
レ
コ
ー
ド
保
護
条
約
の
締
約
国
の
国

民
（
当
該
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
及
び

当
該
締
約
国
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
を
含
む
。）
で

あ
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
か
ら
そ
の
レ
コ
ー
ド
（
第
八
条
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
の
原
盤
の
提
供
を
受

け
て
製
作
し
た
商
業
用
レ
コ
ー
ド

第
一
二
一
条
の
三　

第
百
四
条
の
四
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

確
認
等
事
務
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反

行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。

第
一
二
二
条　

第
四
十
八
条
又
は
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
違

反
し
た
者
は
、五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
一
二
二
条
の
二　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。

　

一　

第
百
四
条
の
二
十
七
又
は
第
百
四
条
の
四
十
の
規
定
に
違

反
し
て
帳
簿
を
備
え
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽

の
記
載
を
し
、又
は
帳
簿
を
保
存
し
な
か
つ
た
と
き
。

　

二　

第
百
四
条
の
二
十
八
第
一
項
又
は
第
百
四
条
の
四
十
一
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
若

し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出

し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
る
検
査
を
拒
み
、妨
げ
、若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

　

三　

第
百
四
条
の
三
十
第
一
項
又
は
第
百
四
条
の
四
十
四
第
一

項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
、
補
償
金
管
理
業
務
又
は
確
認
等
事

務
を
廃
止
し
た
と
き
。

第
一
二
二
条
の
三　

秘
密
保
持
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
五
年
以

下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は

こ
れ
を
併
科
す
る
。

第
一
二
〇
条
の
二
～
第
一
二
一
条
の
二

第
一
二
一
条
の
二
～
第
一
二
二
条
の
三


